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12 2015（平成27年）

　一定の事業後継者が、遺留分（相続人のうち配偶者や子などに
保障する最低限の相続権）権利者全員との合意を経ることで、生
前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産から除外できる制
度。本年８月に公布（施行は公布から１年以内）された改正経営
承継円滑化法では、特例対象を親族外後継者に拡大しています。

遺留分の民法特例

12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER

23日・天皇誕生日
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国　税／ 給与所得者の年末調整 
 今年最後の給与を支払う時

国　税／ 給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書及び保険料
控除申告書の提出 

 今年最後の給与を支払う前日
国　税／ 11月分源泉所得税の納付 

 12月10日
国　税／ 10月決算法人の確定申告 

（法人税・消費税等） 1月4日

国　税／ 4月決算法人の中間申告 
 1月4日

国　税／ 1月、4月、7月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 1月4日

地方税／ 固定資産税・都市計画税（第
3期分）の納付 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

小菊
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事
業
主
は
、
従
業
員
に
、
う
つ
病

な
ど
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
が
発

生
し
な
い
よ
う
な
職
場
づ
く
り
を
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
発
生
し
た
場
合
の
早
期
対

応
、
休
職
者
の
円
滑
な
職
場
復
帰
な

ど
、
就
業
を
継
続
で
き
る
よ
う
配
慮

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
今
回
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
基

づ
き
定
め
ら
れ
た
「
労
働
者
の
心
の

健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
指
針
」

よ
り
、
事
業
主
が
実
施
し
て
お
き
た

い
事
項
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
ま
す
。

一
　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
推
進

㈠
　
心
の
健
康
づ
く
り
計
画

　
職
場
に
存
在
す
る
ス
ト
レ
ス
要
因

は
、
労
働
者
自
身
の
力
だ
け
で
は
取

り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
職
場
は
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
注
に
つ
い
て
積
極
的
に
取

り
組
む
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
取
り
組
み
の
際
は
、
次
の
点
に
留

意
し
ま
し
ょ
う
。

・
中
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
、
継
続

的
か
つ
計
画
的
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
す
る
。

・
労
働
者
の
意
見
を
聴
き
つ
つ
事
業

場
の
実
態
に
即
し
た
取
り
組
み
を

行
う
。

　
な
お
、中
長
期
的
な
計
画
に
は「
心

の
健
康
づ
く
り
の
体
制
の
整
備
」、

「
問
題
点
の
把
握
及
び
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
」、

「
必
要
な
人
材
の
確
保
及
び
事
業
場

外
資
源
の
活
用
」
な
ど
を
盛
り
込
ん

だ
も
の
を
策
定
し
ま
す
。

注
　
こ
こ
で
い
う
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

ケ
ア
と
は
、
職
場
に
お
け
る
労
働

者
の
心
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た

め
の
措
置
を
指
し
ま
す
。

二
　
四
つ
の
ケ
ア

　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
は
、
次
の

「
四
つ
の
ケ
ア
」
が
重
視
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
①
セ
ル
フ
ケ
ア
（
労
働
者
自
身
に

よ
る
も
の
）、
②
ラ
イ
ン
に
よ
る
ケ
ア

（
管
理
監
督
者
に
よ
る
も
の
）、
③
事

業
場
内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
に
よ

る
ケ
ア
（
産
業
医
、
衛
生
管
理
者
等

に
よ
る
も
の
）、
④
事
業
場
外
資
源

に
よ
る
ケ
ア
（
事
業
場
外
の
機
関
、

専
門
家
に
よ
る
も
の
）。

㈠
　
セ
ル
フ
ケ
ア

　
労
働
者
に
対
し
、
次
の
事
項
に
対

す
る
教
育
、
情
報
提
供
を
実
施
す
る

ほ
か
、
相
談
体
制
の
整
備
等
を
行
い

ま
す
。

・
ス
ト
レ
ス
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に

対
す
る
正
し
い
理
解

・
ス
ト
レ
ス
へ
の
気
づ
き

・
ス
ト
レ
ス
へ
の
対
処

㈡
　
ラ
イ
ン
に
よ
る
ケ
ア

　
管
理
監
督
者
は
、
部
下
で
あ
る
労

働
者
の
状
況
、
個
々
の
職
場
に
お
け

る
具
体
的
な
ス
ト
レ
ス
要
因
を
把
握

し
、
そ
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
職
場
環

境
等
の
把
握
・
改
善
や
労
働
者
か
ら

の
相
談
対
応
を
行
い
ま
す
。

　
事
業
主
は
、
そ
の
よ
う
な
対
応
が

で
き
る
よ
う
管
理
監
督
者
に
対
し
て
、

教
育
、
情
報
提
供
を
実
施
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

①
　
部
下
の
様
子
の
把
握

　
ラ
イ
ン
に
よ
る
ケ
ア
で
大
切
な
こ

と
は
、
管
理
監
督
者
が
「
い
つ
も
と

違
う
」
部
下
に
早
く
気
づ
く
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、

・
遅
刻
、
早
退
、
欠
勤
が
増
え
る

・
仕
事
の
能
率
が
悪
く
な
る

・
報
告
や
相
談
、
職
場
で
の
会
話
が

な
く
な
る
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
）

・
表
情
に
活
気
が
な
く
、
動
作
に
も

元
気
が
な
い
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
）

・
不
自
然
な
言
動
が
目
立
つ

・
ミ
ス
や
事
故
が
目
立
つ
　
な
ど

　
い
つ
も
と
違
う
様
子
に
気
づ
い
た

管
理
監
督
者
は
職
務
上
何
ら
か
の
対

応
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

背
後
に
病
気
が
隠
れ
て
い
る
可
能
性

も
あ
り
ま
す
が
、
病
気
の
判
断
は
管

理
監
督
者
に
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

産
業
医
等
の
と
こ
ろ
へ
行
か
せ
る
、

あ
る
い
は
管
理
監
督
者
自
身
が
産
業

医
等
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
行
く
仕
組

み
を
作
っ
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い

で
し
ょ
う
。

②
　
相
談
対
応

　
管
理
監
督
者
は
、
部
下
が
上
司
に

相
談
し
や
す
い
環
境
や
雰
囲
気
を
整

え
、
部
下
か
ら
の
自
発
的
な
相
談
に

対
応
す
る
よ
う
努
め
ま
し
ょ
う
。
特

に
個
別
の
配
慮
が
必
要
と
思
わ
れ
る

部
下
に
対
し
て
は
、
管
理
監
督
者
か

ら
声
を
か
け
る
と
と
も
に
、
次
の
対

応
も
行
っ
て
い
く
と
よ
い
で
す
。

メンタルヘルス不調の
従業員の就業継続
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・
話
を
聴
く
（
積
極
的
傾
聴
）

・
適
切
な
情
報
を
提
供
す
る

・
事
業
場
内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等

や
事
業
場
外
資
源
へ
の
相
談
や
受

診
を
促
す
　
な
ど

　
こ
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
た
め
に
は
、
管
理
監
督
者
に

対
し
、
部
下
の
話
を
聴
く
技
術
を
習

得
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

㈢
　
事
業
場
内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ

等
に
よ
る
ケ
ア

　
事
業
場
内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等

は
、
セ
ル
フ
ケ
ア
及
び
ラ
イ
ン
に
よ

る
ケ
ア
が
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
、
労
働
者
及
び
管
理
監
督
者
に
対

す
る
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
次
に

示
す
事
項
の
実
施
に
あ
た
り
、
中
心

的
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
具
体
的
な
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア

の
実
施
に
関
す
る
企
画
立
案

・
個
人
の
健
康
情
報
の
取
扱
い

・
事
業
場
外
資
源
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成
や
そ
の
窓
口

・
職
場
復
帰
に
お
け
る
支
援
、
な
ど

㈣
　
事
業
場
外
資
源
に
よ
る
ケ
ア

　
事
業
主
が
抱
え
る
問
題
や
求
め
る

サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
て
、
専
門
的
な
知

識
を
有
す
る
各
種
の
事
業
場
外
資
源

の
支
援
を
活
用
す
る
こ
と
は
有
効
で

す
。
労
働
者
が
相
談
内
容
等
を
職
場

内
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
場

合
に
も
、
事
業
場
外
資
源
を
活
用
し

て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
労
働
者
数
五
〇
人
未
満
の
小
規
模

事
業
場
（
産
業
医
や
衛
生
管
理
者
の

選
任
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
事

業
場
）
で
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ

ア
推
進
の
た
め
の
必
要
な
事
業
場
内

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
が
確
保
で
き

な
い
場
合
も
あ
り
得
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
事
業
場
で
は
、
衛
生

推
進
者
又
は
安
全
衛
生
推
進
者
を
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
推
進
担
当
者
と
し
て

選
任
す
る
と
と
も
に
、
地
域
産
業
保

健
セ
ン
タ
ー
等
の
支
援
等
を
積
極
的

に
活
用
し
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

三
　
職
場
復
帰
支
援

　
心
の
健
康
問
題
で
休
業
し
て
い
る

労
働
者
が
い
る
場
合
、
円
滑
に
職
場

復
帰
す
る
た
め
に
は
、
職
場
復
帰
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
や
関
連
規
程
の
整

備
等
に
よ
り
、
休
業
か
ら
復
職
ま
で

の
流
れ
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て

お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

①
　
病
気
休
業
開
始
及
び
休
業
中

　
休
業
す
る
労
働
者
に
対
し
て
は
、

必
要
な
事
務
手
続
き
や
職
場
復
帰
支

援
の
手
順
を
説
明
し
ま
す
。

　
ま
た
、
労
働
者
が
休
業
期
間
中
に

安
心
し
て
療
養
に
専
念
で
き
る
よ
う
、

傷
病
手
当
金
の
受
給
、
公
的
・
民
間

の
職
場
復
帰
支
援
サ
ー
ビ
ス
、
休
職

可
能
な
期
間
の
長
さ
等
に
つ
い
て
情

報
提
供
等
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

②
　
医
師
に
よ
る
職
場
復
帰
の
判
断

　
休
業
中
の
労
働
者
か
ら
職
場
復
帰

の
意
思
が
伝
え
ら
れ
た
と
き
は
、
労

働
者
に
対
し
て
、
主
治
医
に
よ
る
職

場
復
帰
が
可
能
と
い
う
判
断
が
記
さ

れ
た
診
断
書
の
提
出
を
求
め
ま
す
。

　
診
断
書
に
は
就
業
上
の
配
慮
に
関

す
る
主
治
医
の
具
体
的
な
意
見
を
記

入
し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
ま
す
。

　
あ
ら
か
じ
め
主
治
医
に
対
し
て
職

場
で
必
要
と
さ
れ
る
業
務
遂
行
能
力

に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
労
働
者

の
状
態
が
就
業
可
能
で
あ
る
と
い
う

回
復
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
こ
と
を

主
治
医
の
意
見
と
し
て
提
出
し
て
も

ら
う
よ
う
に
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

③
　
職
場
復
帰
支
援

　
医
師
の
意
見
、
労
働
者
の
状
態
、

職
場
の
環
境
等
を
勘
案
し
、
職
場
復

帰
が
可
能
と
判
断
し
た
場
合
は
、
復

帰
支
援
の
プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

　
復
帰
に
向
け
て
検
討
す
る
事
項
の

例
と
し
て
、次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
職
場
復
帰
日
を
い
つ
に
す
る
か

・
業
務
サ
ポ
ー
ト
、
業
務
内
容
や
業

務
量
の
変
更

・
就
業
上
の
配
慮
（
短
時
間
勤
務
や

残
業
・
深
夜
業
の
禁
止
、
危
険
作
業

や
苦
情
処
理
業
務
の
制
限
な
ど
）
、

治
療
上
必
要
な
配
慮

・
配
置
転
換
の
可
否
及
び
必
要
性

　
な
ど

④
　
復
帰
後
の
フ
ォ
ロ
ー

　
管
理
監
督
者
に
よ
る
観
察
と
支
援

の
ほ
か
、
事
業
場
内
産
業
保
健
ス
タ

ッ
フ
等
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
を
実
施
し
、

適
宜
、
職
場
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
の
評

価
や
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

四
　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護

　
労
働
者
の
健
康
情
報
は
個
人
情
報

の
中
で
も
特
に
保
護
を
必
要
と
す
る

情
報
で
あ
り
、
と
り
わ
け
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
に
関
す
る
健
康
情
報
は
慎
重

な
取
り
扱
い
を
要
し
ま
す
。

　
取
り
扱
う
労
働
者
の
健
康
情
報
の

内
容
は
必
要
最
小
限
と
し
、
収
集
す

る
場
合
や
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す

る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
本
人
の

同
意
を
得
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　
ま
た
、
健
康
情
報
を
取
り
扱
う
者

に
対
し
て
、
必
要
な
教
育
・
研
修
を

行
い
、
情
報
漏
洩
の
防
止
策
を
講
じ

て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
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　障害者職場復帰支援助成金は、事故や難
病の発症などの原因による中途障害などで、
長期の休職を余儀なくされた労働者に対し
て、職場復帰のために必要な職場適応の措
置をとった事業主に対して助成するもので、
中途障害者などの雇用継続の促進を目的と
して支給されるものです。
①　対象者の要件
　　次のすべてに該当する者を、所定要件
を満たした上で職場適応の措置をとり、
職場復帰させて継続して雇用することが
確実と認められる事業主に支給されます。
・職場復帰の日に、身体障害者、精神障
害者（発達障害のみの者を除く）、難
治性疾患者、高次脳機能障害者のいず
れかに該当する者。

・医師の意見書で3か月以上の療養のた
めの休職が必要とされた者。

・障害者総合支援法に基づく就労継続支

援Ａ型事業所の利用者として雇用され
ていない者。
・国などの委託事業費から人件費が支払
われていない者。

②　対象となる職場適応の措置
　　次のいずれかの措置をとります。
・能力開発、訓練関係…能力開発の訓練
（受講時間が50時間以上。OJTを除
く）を無料で受講させる。
・時間的配慮等関係…労働時間の調整、
通院のための特別休暇付与、親族等と
同居をするための勤務地変更。
・職務開発等関係…職務開発や支援機器
の導入。
・リワーク支援関係…就労に関する作業
支援や集団指導、個別カウンセリング
を含む支援計画に基づく１か月以上の
職場復帰支援。

③　支給対象期間、支給額
　　支給対象期間は1年とされ、中小企業
70万円、大企業は50万円が支給されま
す（2期に分けて支給）。

　平成27年10月より地域別最低賃金の
額が改定されました（発効日は都道府県に
より異なります）。
　給与計算や求人募集を行う際は、支払う
賃金額が最低賃金以上の額となっているか
否かを確認しましょう。
　最低賃金には、都道府県ごとに定められ
た「地域別最低賃金」と特定の産業従事者
を対象とする「特定（産業別）最低賃金」の
２種類があり、両方が適用される労働者の
場合は、いずれか高い額以上の賃金を支払
います。
　時間外や深夜労働、休日労働に対する手
当、臨時に支払われる賃金、賞与、精皆勤
手当、通勤手当及び家族手当を除いた上で
最低賃金と比較（日・週・月給制の場合は
時間額に換算）をします。
　なお、派遣労働者には、派遣元ではなく
派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金
が適用される点に注意を要します。
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